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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月11日(2017.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントの仮想化のためのシステムであって、
　物理ロケーションで複数の仮想ワイヤレスアクセスポイントを提供するよう構成された
複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットを備え、各ＷｉＦｉアクセスポイ
ントはＷＬＡＮネットワークオペレータによって、リモート、セキュアおよび独立した構
成が可能であり、
　第１のＷＬＡＮネットワークオペレータにリースされた前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセ
スポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの第１のサブセットを備え、第１の仮想Ｗｉ
Ｆｉアクセスポイントの前記第１のサブセットは、前記第１のＷＬＡＮネットワークオペ
レータに関連する第１のサービスを提供し、
　第２のＷＬＡＮネットワークオペレータにリースされた前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセ
スポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの第２のサブセットを備え、第２の仮想Ｗｉ
Ｆｉアクセスポイントの前記第２のサブセットは、前記第１のＷＬＡＮネットワークオペ
レータに関連する第１のサービスを提供し、
　前記第１のＷＬＡＮネットワークオペレータは、第１のクラウドコントローラ経由で前
記複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットに関連する他のいずれかの前記
ＷＬＡＮネットワークオペレータとは独立して、そのＩＰアドレス割当てを含む仮想Ｗｉ
Ｆｉアクセスポイントの前記第１のサブセットの構成をリモートおよび安全に管理するこ
とができるよう構成された第１のインターフェースを備え、
　前記第２のＷＬＡＮネットワークオペレータは、第２のクラウドコントローラ経由で前
記複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットに関連する他のいずれかの前記
ＷＬＡＮネットワークオペレータとは独立して、そのＩＰアドレス割当てを含む仮想Ｗｉ
Ｆｉアクセスポイントの前記第２のサブセットの構成をリモートおよび安全に管理するこ
とができるよう構成された第２のインターフェースを備える、ことを特徴とするシステム
。
【請求項２】
　前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントに１つまたは複数のリースを提供するよう構
成された第３のインターフェースを備える、ことを特徴とする請求項１に記載のシステム
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【請求項３】
　前記第１のインターフェースは、前記第１のＷＬＡＮネットワークオペレータが前記複
数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットに亘る仮想ＷｉＦｉアクセスポイン
トのグループとしての前記第１のサブセットの構成を制御できるようにする、ことを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　アクセスポイントの仮想化のためのシステムであって、 
　ロケーションに複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットを備え、
　前記複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェアユニットは、前記ロケーションの複
数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントを生成し、それぞれの仮想ＷｉＦｉアクセスポイント
は、異なる本体によってリモート、セキュアおよび独立した構成が可能であり、
　前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの第１のサ
ブセットは、第１のＷＬＡＮプロバイダにより構成され、 第１の仮想ＷｉＦｉアクセス
ポイントの前記第１のサブセットは、前記第１のＷＬＡＮネットワークオペレータに関連
する第１のサービスを提供し、
　前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの第２のサ
ブセットは、第２のＷＬＡＮプロバイダにより構成され、第２の仮想ＷｉＦｉアクセスポ
イントの前記第１のサブセットは、前記第２のＷＬＡＮネットワークオペレータに関連す
る第２のサービスを提供し、
　前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第１
のサブセットは、前記第１のＷＬＡＮネットワークによって、第１のクラウドコントロー
ラ経由で、仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第２のサブセットに関連するＩＰアドレ
スの第２のセットとは独立してＩＰアドレスの第１のセットの割当てを含む構成をリモー
トで安全に管理するよう構成可能であり、、
　前記複数の仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第２
のサブセットは、前記第２のＷＬＡＮネットワークによって、第２のクラウドコントロー
ラ経由で、仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第１のサブセットに関連するＩＰアドレ
スの第１のセットとは独立してＩＰアドレスの第２のセットの割当てを含む構成をリモー
トで安全に管理するよう構成可能である、ことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　前記第１のクラウドコントローラは、前記複数のＷｉＦｉアクセスポイントハードウェ
アに亘る仮想ＷｉＦｉアクセスポイントのグループとしての前記第１のサブセットの構成
を管理できるよう構成される、ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第１のサブセットは、サービスセット識別子
（ＳＳＩＤ）に関連する、ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記仮想ＷｉＦｉアクセスポイントの前記第１のサブセットは、固有のグループ名に関
連する、ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１のクラウドコントローラと前記第２のクラウドコントローラは、同一のコント
ローラである、ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１のクラウドコントローラと前記第２のクラウドコントローラは、同一のコント
ローラである、ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
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